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調査・研究企画会議の設置等について

（平成２２年１２月１６日食品安全委員会決定）

最終改正：平成２５年３月１８日

第１ 趣旨

食品安全基本法（平成１５年法律第４８号）第２３条第１項第６号に

規定する科学的調査及び研究を効果的かつ効率的に行うために必要な事

項について調査審議するため、食品安全委員会に、調査・研究企画会議

を設置する。

第２ 調査・研究企画会議

１ 構成員等

（１）調査・研究企画会議（以下「企画会議」という ）は、以下の者に。

より構成する。

① 食品安全委員会の常勤委員

② 食品安全委員会委員長の指名する専門委員（６名以内）

（２）企画会議に座長を置き （１）①に掲げる常勤委員のうち、食品安、

全委員会委員長の指名する委員をもってこれに充てる。

（３）座長は、企画会議の事務を掌理する。

（４）座長に事故があるときは、企画会議に属する構成員のうちから座長

があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

（５）企画会議の構成員の任期は （１）②に掲げる構成員の任期につい、

て、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 調査審議事項

企画会議は、次に掲げる事項について調査審議する。

（１） 調査及び研究についての中期的方針の案の策定及びその見直しに

関すること。

（２）各年度において取り組むべき研究の対象領域の案の選定に関するこ

と。

（３）各年度において取り組むべき研究の対象課題の案の選定に関するこ

と。

（４）各年度において取り組まれた研究の対象課題の評価に関すること。

（５）各年度において取り組むべき調査の対象課題の案の選定に関するこ

と。
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（６）各年度において取り組まれた調査の対象課題の評価に関すること。

３ 会議の開催

（ ） （ 。 。）１ 座長 座長に事故があるときはその職務を代理する者 以下同じ

は、企画会議を招集し、その議長となる。

（２）座長は、必要に応じ、企画会議の構成員でない専門委員又は学識経

験者であって、以下に掲げる条件を満たす者に対し、企画会議への出

席を求めることができる。

① 食品安全委員会の非常勤委員又は食品安全委員会事務局職員でな

いこと。

② 調査及び研究の対象課題について十分な評価能力を有するととも

に、公正な立場から評価を行うことができる者であること。

③ 氏名及び所属並びにその者が行う評価結果の内容を公表すること

について、あらかじめ同意している者であること。

（３）企画会議は、議事の概要を作成し、これを公表する。

（４）企画会議は、調査審議の結果を食品安全委員会に報告する。

第３ 雑則

（１）第２に定めるもののほか、企画会議の運営に関する事項その他必要

な事項は、企画会議が定める。

（ ） 、 。２ 企画会議の庶務は 食品安全委員会事務局総務課において処理する

附 則

１ この決定は 平成２５年４月１日から施行する ただし 第３ ２ 中 情、 。 、 （ ） 「

報・緊急時対応課」を「総務課」に改める改正は、食品安全委員会事務局組

織規則の一部を改正する内閣府令（平成２５年内閣府令第３０号）の施行の

日から施行する。

２ 調査・研究企画調整会議は、本決定前に調査審議を行っていた事項を本決

定により設置される調査・研究企画会議に引き継ぐものとする。


